
４．定款の変更 

定款は組織の根本規則であり、その変更は組織のメンバーにかかわることであるため、

法人が定款を変更する場合は、組織のメンバーで構成される総会での議決を経なければ

なりません（法 25①）。 

総会の議決は、社員総数の２分の１以上が出席し、その出席者の４分の３以上の多数

をもってしなければなりません。ただし定款に特別の定めがある場合は、この限りでは

ありません（法 25②）。また、議決にあたっては、社員の全員が書面等により同意の意思

表示をしたときには、提案を可決する旨の社員総会の決議があったとみなされます（法

14 の９①）。 

【 必要な手続 】（法 25③）

変更事項 必要な手続 

１）目的 ※１

２）名称 ※１

３）その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係

る事業の種類 ※１

４）主たる事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限る） 

※１、※２

島根県外への転出が該当（所轄庁が他県になる場合）。 

なお、島根県内で移転する場合は届出。 

５）社員の資格の得喪に関する事項  

６）役員に関する事項（役員の定数に係るものを除く）  

７）会議に関する事項  

８）その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その

他の事業に関する事項 ※１

９）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限

る）  

10）定款の変更に関する事       

① 

認 証 

申 請 

所轄庁の認証日から効

力が生じる。 

上記を除く事項 

② 

届 出 

総会の議決日から効力

を生じる。

※１ １）、２）、３）、４）、８）は、登記事項 

※２ 事務所を移転する場合は、定款変更の手続が必要でなくても、所轄庁に

ご連絡ください（新しい住所をお知らせください）。 



① 定款変更の認証申請 

ア 手続の流れ 

１）総会で定款変更について議決します（法 25①）。 

  ２）所轄庁へ「定款変更認証申請書」等を提出します（法 25③④）。 

（所轄庁の変更の場合は、変更前の所轄庁に、変更後の所轄庁の様式で提

出します（法 26）。） 

    所轄庁が申請書類の縦覧を行います（申請書到達から２週間）（法 25⑤）。 

 申請書到達日から１週間未満は、申請書類の軽微な補正が可能です（法25⑤）

（第２章１．（２）参照）。 

  ３）所轄庁が審査し、認証又は不認証の決定を行い、通知します（縦覧期間経過

後２ヶ月以内）（法 25⑤）。 

４）定款に、定款変更についての附則（施行日）を記載します。 

  ５）－１ 変更内容に登記事項がない場合 

定款の附則に施行日（認証日）を記載した「変更後の定款」を所轄庁へ提出

します。 

  ５）－２ 変更内容に登記事項がある場合 

法務局において変更の登記をします（主たる所在地で認証書到達日から２週

間以内、従たる所在地がある場合は従たる所在地で認証書到達日から３週間

以内）（組登令３①、組登令 11③）。 

所轄庁へ、「定款変更登記完了提出書」に「登記事項証明書（原本）」を添え

て提出します（法 25⑦）。 

併せて、定款の附則に施行日（認証日）を記載した「変更後の定款」を所轄

庁へ提出します。 

６）「変更後の定款」「登記事項証明書（登記事項に変更がある場合）」を法人の事

務所において閲覧します（法 28③）。 

所轄庁においても閲覧及び内閣府ポータルサイト等で市民の皆様に情報公開

します（法 30、法 72②）。 



イ 申請等の書類 

１） 定款変更認証申請書類 

（ⅰ） 必ず必要な書類 

作成例 提出書類 部数 縦覧

［24］

定款変更認証申請書〈規則様式〉 

 新旧対照表含む（新旧対照表は別の用紙にしてもかまい

ません。）

１ － 

［25］
定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本 

（コピー） 
１ － 

－ 変更後の定款 ２ 〇 

  （ⅱ）活動の種類及び事業を変更するときに、（ⅰ）の他に必要な書類 

作成例 提出書類 部数 縦覧

［10］
事業計画書 

定款の変更の日の属する事業年度 及び 翌事業年度 ※１
２ 〇 

［11］
活動予算書 

定款の変更の日の属する事業年度 及び 翌事業年度 ※１
２ 〇 

     ※１ 「定款変更の日」とは、所轄庁による「定款変更認証の日」をいいます。 

（ⅲ）所轄庁が変更となるときに、（ⅰ）の他に必要な書類 

※２ 計算書類の注記は、活動計算書及び貸借対照表（計算書類）と一体のものとし

て提出が求められています（ＮＰＯ法人会計基準協議会「ＮＰＯ法人会計基

準」）。 

（ⅳ）（ⅱ）活動の種類及び事業及び（ⅲ）所轄庁が変更となるときに、必要な書

類 

（ⅰ）＋（ⅱ）＋（ⅲ）

作成例 提出書類 部数 縦覧

［３］ 役員名簿 ２ 〇 

［７］ 確認書 ２ 〇 

［16］ 事業報告書（前事業年度） ２ 〇 

［17］ 活動計算書 ２ 〇 

［18］ 貸借対照表 ２ 〇 

［19］ 計算書類の注記 ※２ ２ 〇 

［20］ 財産目録 ２ 〇 

［21］ 年間役員名簿（前事業年度） ２ 〇 

［22］ 社員のうち 10人以上の者の名簿（前事業年度） ２ 〇 



２）定款変更認証後に提出する書類 

   ※ 原本１部、コピー１部 

事 由 作成例 提出書類 部数 閲覧

必ず提出する書類 ［２］ 変更後の定款 ２ 〇

変更登記
・ ・

をしたとき

に提出する書類 

（上欄の他に必要）

［26］ 
定款変更登記完了提出書 

〈規則様式〉 
１ － 

－
登記事項証明書（原本） 

（登記簿謄本（原本）） 
２※ 〇 

定款変更内容が、認証申請が必要な事項と、届出のみ

でよい事項の両方が混在する場合の手続については、所

轄庁にご相談ください。 



② 定款変更の届出 

ア 手続の流れ 

１）総会で定款変更について議決します（法 25①）。 

２）定款に、定款変更についての附則（施行日）を記載します。 

３）所轄庁へ「定款変更届出書」等を提出します（総会議決後遅滞なく）（法 25

⑥）。 

４）変更内容に登記事項がある場合（県内での事務所移転等）は、法務局におい

て変更の登記をします 

（主たる所在地で定款変更の届出が所轄庁に到達後２週間以内、従たる所在地

がある場合は従たる所在地で定款変更の届出が所轄庁に到達後３週間以内）（組

登令３①、組登令 11③）。 

５）所轄庁へ、「定款変更登記完了提出書」に「登記事項証明書（原本）」を添え

て提出します（登記後遅滞なく）（法 25⑦）。 

  ６）「変更後の定款」「登記事項証明書（登記事項に変更がある場合）」を法人の事

務所において閲覧できるよう備え置きます（法 28③）。 

所轄庁においても内閣府ポータルサイト等で市民の皆様に情報公開します

（法 30、法 72②）。

イ 届出の書類 

１）定款変更届出書 

作成例 提出書類 部数 閲覧 

［27］

定款変更届出書〈規則様式〉 

新旧対照表含む（新旧対照表は別の用紙にしてもかまい

ません。） 

１ － 

［25］
定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本 

（コピー） 
１ － 

［２］ 変更後の定款 ２ 〇 

２）定款変更登記完了提出書（変更内容に登記事項がある場合） 

※ 原本１部、コピー１部 

作成例 提出書類 部数 閲覧 

［26］ 定款変更登記完了提出書〈規則様式〉 １ － 

－ 
登記事項証明書（原本） 

（登記簿謄本（原本）） 
２※ 〇 



◆◆◆ 定款の附則について ◆◆◆ 

定款は、本文である「本則」と、「本則」に付随する事項を規定する「附則」から構成

されます。 

附則には、定款の施行日（改正日）や定款変更に伴う経過措置などを規定します。附

則は、定款を変更する度に書き足していき、また、原則、変更しません。（特に、設立当

初の附則は変更できません。） 

附則に定款変更の履歴を残さない場合は、定款に表紙や裏表紙を付けて、これに変更

年月日や変更内容などを書き記していくなどの方法もありますが、基本的には附則に履

歴を残します。附則に履歴を残しておくと、最新の定款が一目でわかるので、市民の皆

様はもちろん法人自身も混乱しません。  

～ 記 載 例 ～ 

 【 認証の場合 】 

   附  則 

   この定款の変更は、所轄庁の認証の日（  年  月  日）から施行する。 

【 届出の場合 】 

   附  則 

 この定款の変更は、総会の議決の日（  年  月  日）から施行する。 

・認証申請時は、日付は空欄にします。 

・所轄庁からの認証書が到達したら、認証日以降の日

付を記入して（※）、所轄庁に提出します。 

※法務局での登記が必要な場合は、法務局にご確認くだ

さい。 

・日付を記入したものを届け出ます。 


